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港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する同法第

１２条第５項の規定に基づき、東予港港湾施設の概要を次のとおり公

示する。
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種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

岸 壁
西条市今在家１１４０番１地

先

水深 －７．５メートル

延長 ２６０．０メートル

（取付護岸延長１６４．０メートル）

可 動 橋
西条市今在家１１４０番１地

先

延長 ２５．０メートル

幅員 １５．３メートル

泊 地
西条市今在家１１４０番１地

先

水深 －７．５メートル

面積 １２６，０００平方メートル
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